
はじめに

1862 年、マラルメは 20 才になった。やがて象徴派の領袖と呼ばれることに

なるこの未来の詩人は、この時、地方都市の登記所に勤める一介の見習い職員

にすぎなかった。ところが、この年、彼は詩的経歴の面でも、また私生活にお

いても、人生の大きな転機を迎えることになる。彼の詩的経歴の展開にとって

決定的だったのは、前年の 10 月にパリからサンスのリセに教員として赴任し

てきたエマニュエル・デ・ゼッサールとの出会いである。デ・ゼッサールは処

女詩集の刊行を間近に控えた若手の詩人であり、パリの文壇とも深いつながり

を持っていた。デ・ゼッサールは、当時リセを卒業して登記所で働き始めたば

かりの彼とほどなく知り合い、たちまち意気投合したようだ。ともすれば刺激

の乏しい地方都市で暮らす二人は、おそらく頻繁に落ち合い、パリの詩人たち

の傾向について、あるいはこれからの詩の行く末について、いつ果てるともな

く議論を繰り返したことだろう。この出会いが彼にもたらしたものは多岐にわ

たっているが、ここでは二つだけ指摘したい。一つはこの新しい友人から詩や

芸術について語り合うことのできる仲間たちを紹介されたこと。彼と同じよう

に詩に魅了されていたアンリ・カザリス、それに画家として将来を嘱望されて

いたアンリ・ルニョーなど、同世代の新しい仲間たちと交流するようになった

ことは、詩をめぐる彼の思想の発展にとって、無視できない役割を果たしてい

くことになる。とりわけ 1860 年代を通して何度も繰り返されたカザリスとの

書簡のやり取りが示しているように、彼にとってこの交流は、時として先へ先

へと性急に突き進みがちな自らの思考を改めて見つめ、その核心をより正確に
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把握するための最良の機会だったと言える。

デ・ゼッサールとの出会いに関して注目すべき点の二つ目は、この新しい友

人の尽力によって、彼の作品が新聞や文芸誌などに掲載される段取りがつけら

れたことである。地元で刊行されていた「セノネ」紙のために前年末から書い

ていた数本の劇評を手始めに、この年、彼の詩篇や散文が次々に公表されてい

くことになる。詩篇について言えば、まず 2 月 25 日に「願い」（後の「あだ

な願い」）が全国的な文芸誌だった「パピヨン」誌に掲載された。次いで 3 月

15 日には、「不遇の魔」の最初の五つのストローフと「鐘つき男」が、権威あ

る文芸誌の「芸術家」誌で公開されている。このほか、「あるパリの詩人に逆

らって」と「冬の太陽」が、ディエップで刊行されていた「浴客新聞」のそれ

ぞれ 7 月 6 日号、13 日号の紙面を飾った。散文に目を転じると、1 月 10 日に

は「パピヨン」誌にデ・ゼッサールの処女詩集の書評「『パリ詩篇』」が、5 月

22 日には「セノネ」紙に同じ詩集を再び論じた書評が掲載されている。そし

て 9 月 15 日には、「芸術家」誌に「芸術の異端―─万人のための芸術」（以下、

「芸術の異端」と略記）が公にされた。また、掲載の予定は不明であり、原稿

も未発見ながら、6 月 4 日付のカザリス宛書簡にはルコント・ド・リール論を

執筆中であることが告げられている。このようにデ・ゼッサールとの出会いは、

地方都市で暮らす彼にとってそれまでおそらく手の届かない遠い世界だったは

ずの文壇へと、彼を一気に導いたのだった。

他方、この年、彼の私生活も大きな変化を遂げている。どうしてもやりがい

を見出せない登記所の仕事に見切りをつけ、彼はリセの英語教師になる計画を

進めていった。といっても教育に情熱を持っていたわけではなく、彼は詩人と

しての活動と比較的簡単に両立できそうな仕事として英語教師を志望したとい

うのが実情のようだ。当時、リセの英語教師になるにはどうしてもイギリス留

学を経験する必要があったので、彼は、そのまま登記所の仕事を続けて父親と

同じように立派な官吏になってほしいと願っていた祖父母に対し、懸命な説得

工作を試みている。保守的な祖父母を説き伏せることにはどうにか成功したも

のの、問題はそれだけではなかった。彼はおそらく 6 月頃のことと思われる

が、サンスの判事の家で住み込みの家政婦をしていたドイツ人女性マリーを見

初め、交際するようになる。将来はまだ白紙状態であるにもかかわらず、彼は
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徐々に結婚を考え始めていく。結局、家族には秘密のまま、彼はマリーを伴っ

て 11 月 8 日にロンドンへと旅立っていった。全ては詩人として生きるため

に。

ここまでやや長々と 1862年の彼の動向を紹介してきたが、それというのも、

この年が彼の生涯にとってどれほど大きな節目であったのか示したかったから

である。むろん彼はそれ以前から詩人めいた活動を行ってはいた。少なくとも

リセ在学中から彼は情熱をもって詩作に励んでいたが、とはいえ読者といって

もせいぜい同年代の学友くらいなもので、とても胸を張って詩人を名乗れるよ

うな境遇ではなかった。登記所で働き始めてからも、彼の詩への熱意にはいさ

さかの衰えもなかったが、境遇はリセ時代と大差なかった。そのような地方都

市に住むどこにでもいそうな一青年にすぎなかった彼が、この年、突然、世に

知られた文芸誌に作品を投稿し、他の有力な詩人たちと肩を並べて堂々と詩篇

や散文を発表することになったのだ。この年、彼は急遽文壇デビューを果たし

たことで、晴れて名実ともに詩人となったのである。本稿で私たちは、この

1862 年に書かれた作品の中から「芸術の異端」を取り上げ、押し出されるよ

うに慌ただしく詩人として歩み始めた 20 才の彼が、実際には詩についてどの

ように考えていたのか考察することにしたい。

この詩論は、デ・ゼッサールの処女詩集を論じた二つの書評と異なり、書評

という制約を受けていないので、彼は詩についての自分の考えをより自由に十

全に表明することができたはずである。その意味で、これは彼にとって記念す

べき詩論だったと言うべきなのだが、彼はその後、この詩論については 1898

年に没するまで沈黙を守り通している。そのため、この詩論に関する彼自身の

評価については何も分からない。長らく忘却の地層深く埋没していたこの詩論

は、掲載から 80 年近く経った 1940 年にようやくエミリー・ヌーレによって

発掘され、広く知られるところとなった。

この詩論の今日までの受容を振り返ってみると、大きく分けて二つのアプロ

ーチから読まれてきたように思われる。一つはこの詩論と詩人晩年の思想との

関連を検証する試みである。注釈家たちは、この詩論の中に提出されているさ

まざまな命題について、それらが『ディヴァガシオン』や『音楽と文芸』とい

った晩年の著作における彼の主張とどのような関係にあるのか検証していっ
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た。面白いことに、このアプローチにおいては、現在までに注釈家たちの意見

は一致せず、正反対の結論が導き出されている。この詩論を発掘して初めて注

釈を加えたヌーレは、この詩論が持つ重要性の一つとして、その中で「神秘」

という概念が論じられていることを挙げている（1）。ヌーレ自身はこの詩論に出

てくる「神秘」について後期の作品におけるそれと比較していないのだが、言

うまでもなく「神秘」とはマラルメの詩の全体を理解するためのキーワードの

一つであり、ヌーレは詩人晩年の思想との関連について考える余地を残したと

言える。ギー・ミショーはさらに踏み込んで、この詩論について、「それにし

てもこれはとりわけ重要な評論である。というのも、そこには彼の作品の鍵の

ようなものが見出されるのだから」と書き、この詩論と晩年の作品との一貫性

をはっきりと認めている。その上でミショーは、「マラルメは「芸術のための

芸術」の理論家たちよりも先へと進み、非常に独創的な考えから出発して、そ

の考えを厳格な論理に従って展開していくのである」（2）と述べ、文壇デビュー

を果たしたばかりの彼が、すでに同時代の詩人たちの集団から一歩抜け出し、

独自性を持った詩人になっていたと主張した。これに対してベルトラン・マル

シャルは、この詩論に書かれているのは「芸術の旗印のもとに集まった一つの

世代、1860 年の詩的世代、ゴーティエ、ルコント・ド・リール、バンヴィル、

それにとりわけボードレールを継承する未来の「現代高踏詩集」の世代の信

条」（3）だけであると断じ、詩人晩年の思想とのつながりも詩論自体の独自性も

どちらも否定している。

二つ目のアプローチは、詩論が書かれた 1862 年に視点を置き、その時点ま

での彼の読書経験がどのように詩論の形成に関与しているのか探る読み方であ

る。彼はリセ在学中から相当な読書家であり、地方都市で暮らしながらもパリ

の詩人たちの傾向に通じていた。このアプローチにおいてほぼ常に問題にされ

るのはボードレールである。特にボードレールが 3 年前の 1859 年 3 月 13 日、

同じ「芸術家」誌に公表した「テオフィール・ゴーティエ」には、後に見るよ

うにこの詩論のタイトルにも含まれる異端（hérésie）という語が用いられてい

ることから、注釈家たちによって、ゴーティエ論からの意図的な借用の問題が

論じられてきた。オースティン・ジルはこの借用に注目し、詩論の冒頭に掲げ

られたタイトルそのものが「一人の若手作家から詩の理論家ボードレールに向
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けられた丁重な会釈」（4）になっていると述べている。

いずれのアプローチも今日までに有益な成果をもたらしてきているが、本稿

ではこれら二つとは別のアプローチ、社会史的なアプローチを試みたい。私た

ちのアプローチはどちらかと言えば第二のそれに近いのだが、とはいえ彼がど

のような詩的形成を経てこの詩論を書くに至ったのかという問いを立てるわけ

ではない。そうではなく、私たちが考察しようとしているのは、当時の社会史

的条件の中で彼がどのように形成され、この詩論を書いたのか、という問いで

ある。詩人として歩み始めたばかりの彼を、読書経験という彼の個人史に立脚

したミクロな枠組みに閉じ込めるのではなく、社会史というマクロな視点から

いわば俯瞰的に捉えるのが私たちの狙いである。一口に社会史的条件と言って

も無数の切り口があるが、ここでは近代フランスの言語状況の変遷という社会

史的条件に注目することにしよう。というのも、これから見ていくように、こ

の詩論の背景にあるのはこの問題だからである。

1. 言語共同体と 20 才の詩人

この詩論の狙いは、タイトルが示しているように、「万人のための芸術」と

いう概念を芸術の異端として批判することにある。議論を展開していくにあた

って、彼はまず一つの前提を提示することから始めている。

神聖なもの、神聖であり続けようとするものは、いかなるものであれ、神秘に包
まれている。諸々の宗教にしても、選ばれた救霊予定者だけに明かされる奥義に保
護されて、閉じ籠っているものである。芸術も選ばれた者たちを持っている（5）。

この詩論が当時有力な文芸誌として知られていた「芸術家」誌に掲載された

時、彼はまだ無名の存在にすぎなかった。同誌の読者たちは、この詩論に添え

られたステファヌ・マラルメという署名を見て、一体この未知の人物は何者な

のか、大いに訝しむ声を上げたことだろう。そうした雑音を一気に掻き消そう

とするかのように、彼はいきなり大上段の構えから断定的な調子で書き出して

いる。と同時に、彼はこの有無を言わせぬ断定的な口調によって、この前提に
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本来なら付されてしかるべき留保、そもそも「神秘」とは何のことなのか、な

ぜ芸術と宗教が同列に扱われるのか、その場合の宗教とはどの宗教のことなの

か、といったいくつもの留保を、力ずくで無効化することに成功しているよう

に見える。ジルの言うように、この前提は自明ではないのだが、それでも読者

たちに戸惑いを生み出すことはなかっただろう（6）。このようにして強引に読者

との安定した関係を構築した上で、彼は議論を進めていく。彼はこの前提に続

けて、「神秘」は全ての芸術に備わっているはずなのだが、こともあろうに最

も重要な芸術分野である詩にだけは欠けていると主張する。それというのも、

詩篇は言語によって構築されているわけだが、当の言語は、万人が日々の生活

の中で使っているそれと同一だからである。楽譜という特殊な表記体系を持つ

音楽などと異なり、詩は言語に基づくがゆえに芸術と日常を分かつ手段を持た

ない。原理的に成立しないはずの「万人のための芸術」という概念が、例外的

に詩に関しては成立してしまうのは、彼によればそのことが原因である。その

結果、詩を享受できないと彼が考える人々も、詩に触れることになる。

そういうわけで、誰も彼もがこともなく傑作の中へと入ってくる次第である。そ
れに、詩人たちというものが存在して以来、これらの煩わしい輩を隔てるため、無
垢なる言語──門外漢が学ぼうとしても無味乾燥すぎて目がくらんでしまうが、運
命によって選ばれた忍耐強い者が学ぼうとすれば鼓舞されるような、聖なる祭儀の
ことばの数々──が発明される、ということもありはしなかった。そうして、これ
らの闖入者たちは、入場券のつもりなのか、読み方を学んだ初等読本の一ページを
手にしているのである（7）。

彼は詩だけに用いられるべき特殊な言語が存在しないことから、言語の使用

を当然のこととしている不特定多数の人々によって、詩が蹂躙されていると訴

えているわけだが、このことは見方を変えれば、詩篇を読むことのできる人々、

すなわち標準フランス語を身につけた人々が同時代の社会に大量に存在してい

る、ということを意味する。当たり前のことだと思われるかもしれないが、実

際にはそれは、彼の生きる 19 世紀のフランスで起こっていた言語状況をめぐ

る大きな社会変動によって生じた現象なのである。この問題を考えるためには

前世紀末の革命まで遡る必要がある。
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フランス語の普及運動は長い歴史を持っている。すでに 16 世紀にはフラン

ソワ一世の治世下にヴィレル・コトレの勅令が発布され、司法関係の公文書は

全てラテン語ではなくフランス語で作成されるように取り決められた。また、

17 世紀に入るとアカデミー・フランセーズが設立され、辞書の編纂等によっ

て標準フランス語の確定作業が進められていく。しかしながら、こうした試み

は主として一部の支配層や知識人のみを対象にしたものにすぎなかった。それ

に対して、革命の一環として行われていくフランス語の普及運動は、その狙い

を一般民衆の全体に定めている。革命政府によって実践される言語政策は、

1794 年 6 月 16 日に革命派聖職者のアンリ・グレゴワールが国民公会で行った

「俚言を絶滅させ、フランス語の使用を広く普及させる必要性と諸々の方法に

ついて」という、何とも穏やかでないタイトルを持った報告がその性格をよく

表している。タイトルにある patois はうまく日本語で表現しにくいので一般的

な慣習に従って俚言と訳したが、専ら田舎での話しことばとして使われている、

まともな文法も持っていない（とみなされている）方言未満の言語体系という

意味で理解していただきたい。グレゴワールは報告に先立つ 1790 年に全国の

言語状況についてアンケート調査を実施しており、その調査結果を踏まえて、

報告の中で次のように述べている。

誇張なしにこう断言することができます。少なくとも 600 万人のフランス人が、
特に田舎では、国語を知りません。同じ数の人々が一貫した会話を続けることがほ
とんどできません。結局のところ、純粋に国語を話す人々の数は 300 万人を超える
ことはないのです。それに、おそらく国語を正確に書ける人々の数となるともっと
少ないのです（8）。

歴史的に見れば、本来フランスは言語的多様性に富んだ国である。18 世紀

から 19 世紀にかけても、北部では中世のオイル語に由来するフランス語など

が、南部ではプロヴァンス語などを含むオック語が主に話され、それ以外にも

ブルターニュ地方やアルザス・ロレーヌ、コルシカ島その他の地域で、実に多

くの言語が話されていた。その上、社会言語学者たちが言うように、それぞれ

の言語の地理的境界はしばしば曖昧な場合があり、正確に言えば、一つの言語

と呼ばれるものも無数の地域方言の集合体にほかならない。
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こうした言語的多様性は、しかしながら、革命派にとっては打倒すべき旧時

代の遺構でしかなかった。フランス語以外の言語を母語とすることは、国民の

分断をもたらしかねない反革命的な悪しき慣習である。グレゴワールは報告の

中で国語の統一を訴えている。

しかしながら、少なくとも、一つの偉大な国民の言語を統一し、国民を構成する
全ての市民が支障なく互いに考えを伝え合えるようにすることはできます。いかな
る民族においても十全には実行されたことのないこの試みは、フランス人にふさわ
しいものです。というのも、フランス人は、社会機構の全部門を中央集権化するも
のですし、また、唯一にして不可分の共和国において、自由の言語だけが変わるこ
となく使われる状態を、なるべく早く確立したいと願っているのです（9）。

グレゴワールは国語の統一によって国民が受けることになる恩恵として相互

の意思疎通が容易になることを挙げ、国語の統一を国民の悲願と断定している

が、革命政府の狙いはもちろん政府の考えを国民一人ひとりにあまねく浸透さ

せることにある。革命政府は、周知のように、さまざまな政治勢力の離合集散

で成り立っていた。さらに、革命の余波の中で誕生した 19世紀の政治体制も、

共和派、王党派、帝政派などの諸勢力の権力闘争によって、目まぐるしく姿を

変えていった。にもかかわらず、いかなる勢力が権力を握ろうとも、この国語

の統一という国家的目標は変わることがなかった。

もっとも、全国民のかなりの部分の母語の取り換えとは、実現するのが極め

て困難な課題である。グレゴワールの演説と同じ 1794 年には、初等教育は原

則としてフランス語で行われることが法的に取り決められ、さらに七月王政下

の 1833 年になると、各コミューンごとに一校の公立初等学校、各県ごとに一

校の師範学校の設置がギゾー法によって義務づけられるなどしたが、現実的に

はそう簡単に成果が表れるわけではなかった。マラルメが「芸術の異端」を公

表したのは 1862 年のことだが、その翌年の 1863 年におけるフランス国内の

言語状況についてユージン・ウェーバーが調査している。それによれば、人口

の約 4 分の 1 に相当する 8381 のコミューンでフランス語が話されていなかっ

た。学校に通う 7 才から 13 才の子供たち 401 万 8427 人のうち 44 万 8328 人

がフランス語を全く話さず、残りの子供たちのうち 149 万 269 人は、フラン
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ス語を話せるか、あるいは理解しているが、書くことができなかった。89 県

のうち 24 県では、半分以上のコミューンでフランス語が使われておらず、そ

の他の 6県でも相当数のコミューンが似たような状態にとどまっていた（10）。

国語の統一という計画はその性格から言って数世代を要する一大事業なのだ

が、とはいえ、言語的多様性を一定程度残しつつもやがて全土でフランス語が

使われることを考えれば、この詩論を書いていた時の彼は、この計画の進展過

程の初期の段階にいたと言えるだろう。ところで、特定の一言語に対して国語

という特権的な地位を与え、その普及を通して国民統合を図っていくというこ

とは、国全体を極めて同質性の高い一個の言語共同体に仕立て上げることを意

味する（11）。そのように考えると、20 才の彼は、同質的な言語共同体が少しず

つ形成されていく中で、詩について考えていたことになる。「神秘」の不在に

よって、詩が芸術的資質に恵まれた一部の階層に限って受け入れられるにとど

まらず、詩とは無縁なはずの不特定多数の人々によっても読まれているという

事態を論じたこの詩論は、明らかに、その事態を可能にした同質的な言語共同

体の存在を言外の前提にした議論になっている。詩論の中に言語共同体という

表現は出てこないが、彼がこの詩論を構想しながら考えていたのは、この言語

共同体という問題だったと言える。

2. 詩と教育

国家が国民統合のために国語の統一を推し進めようとする時、その運動の最

前線となるのは学校である。学校の生徒たちこそ国家の未来の担い手なのだか

ら、国民統合の実現のためには、彼らに国語を教え、国語に裏打ちされた国民

意識を植え付けなければならない。この詩論において、「神秘」の不在に続け

て彼が論じているのも、この教育の問題である。

この神秘の不在から何が生じるのだろうか。
絶対的に美しいもの全てと同じく、詩は称賛を生じさせる。しかし、この称賛は、
遥か遠くのもの、ぼんやりしたものになるだろう、─―愚劣なものなのだ、それは
群衆から発している。この広く認められた感覚のおかげで、驚くべき奇抜な考えが、
すなわち、コレージュでそれを教える

．．．
ことが必要不可欠であるという考えが、人々
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の脳みその中で芽生えることになるだろう。そして、抗い難いことに、複数の人間
に教えられるもの全てと同じく、詩は一個の科学の列にまで引き下げられてしまう
だろう。それは万人に対して、同じように、平等に、説明されることになるだろう。
というのも、どの生徒の逆立った髪の毛のもとで神託の星が白く輝いているのか見
分けることは難しいのだから（12）。

この教育批判を書いている頃、彼は同時にリセの英語教師になる計画を進め

ていたのだから、なんとも奇妙な話なのだが、それはともかく、彼はこの教育

批判を自分自身の学校時代の体験に基づいて書いたと思われる。というのも、

わずか 2 年前まで、彼は学校生活を送っていたからである。詩論の冒頭で彼

は、詩を宗教と同一視し、それを特定の人々にしか接近できない一種の秘儀と

みなしていた。そのため、学校で詩を他の教科と同様に全ての生徒たちに向け

て教えるということが、彼にとって全く受け入れがたいことであるのは明らか

である。それは神聖な詩を貶める冒涜的な行為にほかならない。詩は学校向け

の教材にはふさわしくない。しかしながら、彼は学校で実際に詩を教材に使っ

た授業を受けていたのだろう。学校ではさまざまな詩篇を教材にして韻律法の

仕組みやそれぞれの詩篇の意味などが全ての生徒たちに画一的に教えられてい

たはずであり、その生徒たちの中には、髪の中に「神託の星が白く輝いている」

彼もいたのである。彼は少なくともリセ在学中から詩に熱狂していたので、こ

の教育批判を書きながら、詩を使った授業を生徒として教室でおとなしく受け

ていた頃の自分を思い浮かべていたに違いない。

彼が学校生活を送るようになったのは 1850 年からのことで、この年、彼は

8 才でオートゥイユの寄宿学校に入学している。数回の転校の後、彼はサンス

のリセに入り、1860 年にバカロレアに二度目の挑戦で合格することで、学業

を終えている。彼は 1850 年からの 10 年間を学校で生徒として過ごしてきた

わけだが、それはちょうど第二帝政の前半、いわゆる権威帝政と呼ばれる期間

にほぼ相当している。第二帝政期の学校はクーデター前の 1850 年に可決され

たファルー法に支配されていた。同法案の審議において、ユゴーが世俗教育を

求めて反対の論陣を張ったことに見られるように、ファルー法は学校に対する

カトリック勢力の監督を強化している（13）。彼の 10 年間の学校生活はカトリッ

クの影響を色濃く反映したものだった。
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彼が学校で実際にどのような授業を受けていたのか正確に知ることは難しい

のだが、公教育省が中等教育用の国語教材として認可したフランス文学の作品

について省令を出しており、たとえば彼が 1852 年の秋から受けていた第四学

級では、古典主義の散文と詩篇の抜粋、それにフェヌロンの『テレマック』、

ラシーヌの『アタリー』が国語教材として指定されていた（14）。彼が受けてい

たはずのこうした教材を用いた授業も、やはりカトリック勢力の意向をある程

度まで踏まえたものになっていたと察せられる。極端に露骨なやり方ではなか

ったかもしれないが、聖職者たちが教職員として学校を内部から抜け目なく監

視していた以上、生徒に向けて説明されるべき解釈の仕方やそこから導かれる

作品の意味などは、カトリックの倫理的立場と抵触しないように細かな点まで

注意が払われたはずである。教師たちは帝国への忠誠を求められているので、

授業が帝国の正統性と齟齬をきたさないように、一種の自己検閲を行っていた

と考えられる。カトリック勢力と呉越同舟の関係にあったナポレオン三世率い

る権威帝政は、学校教育の支配を通して、帝国にふさわしい国民形成を教育現

場に求めている。詩を用いた授業の目的もやはりそうした国民形成であり、詩

を学んで帝国の思想を内面化した生徒たちがやがて大人になり、良き臣民とし

て帝国を発展させることが目指された。帝国が指定した教育を通して、同一の

国語とそれに基づく言語的アイデンティティを身につけた国民による、同質性

の高い言語共同体の創出が企てられていたのである。

ところが、マラルメの見立てでは、詩を学校で教えることは、それとは正反

対の結果を生み出している。

というのも、音楽とは万人にとって一個の芸術であり、絵画も一個の芸術、彫刻
も一個の芸術なのだが、──詩はもはや一個の芸術ではないので（実際、誰であれ
詩を知らない

．．．．
ことで顔を赤らめることはあるかもしれないが、芸術の専門家でない

からといって顔を赤らめねばならないような人を私はついぞ知らない）、人々は音
楽、絵画、彫刻は本職

．．
に任せておくのに、どうしても学があるように見せたいもの

だから、詩については学ぶのである（15）。

ここに帝国の臣民のカリカチュアを見ることは、特段穿った見方ではないだ

ろう。彼が学校で生徒として過ごした第二帝政期は、国民の生活環境が大きく
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変わっていった時期である。オスマンのパリ改造によって首都は劇的に景観を

変え、上下水道の整備によって生活の質も以前とは比較にならないほど向上し

た。また権威帝政期の 1850 年代は、フランスの資本主義の発達が本格化する

時期であり、同時に、鉄道整備が飛躍的に進んだので、人とモノが全国的に移

動するようになった。当然ながらパリはその中心であり、首都では新たな都市

文化が花開いていった。そのような活気に溢れた首都に集まり、美しく整備さ

れた街並みを闊歩しながら、詩について会話を楽しむ人々の多くは、しかしな

がら、彼の目には醜悪な自己顕示欲の塊に映った。彼がこのカリカチュアで示

しているのは、詩に関して帝国流の教育を受けて誕生したこうした無数の俗物

たちの姿である。

ところで、彼のこの教育批判は、注釈家たちがすでに指摘しているように、

ボードレールのゴーティエ論を踏襲したものである。ボードレールはそこで異

端という語を使いながら、次のように詩と教育の関係について論じている。引

用符で括られているのは、ボードレール自身が述べている通り、「エドガー・

ポーに関する新たな覚書」からの引用だからである。

「──もう一つの異端──、より持続的な生命を持った誤りがある。私が言いた
いのは教育の異端

．．．．．
のことで、それは不可避的な派生として、情熱

．．
の、真実

．．
の、道徳

．．

の異端を含んでいる。多くの人々は、詩の目的とは何らかの教育であり、詩はある
時は良心を鍛え、ある時は品行を全きものにし、さらにある時は何であれ有益なも
のを明らかにする、と思っている──。〈詩〉とは、人が自分自身の中へと降り、
自らの魂に問いかけ、自らの熱狂の思い出を呼び起こそうと、わずかでも望むなら、
〈それ自体〉以外の目的など持たないのだ。詩がその他の目的を持つことはあり得
ないし、いかなる詩篇であっても、詩篇を書く喜びだけのために書かれたものと
同じほどには、偉大で、高貴で、真に詩篇の名に値するということはないのであ
る。」（16）

マラルメは「芸術家」誌に掲載されたこの断章に心を打たれ、心酔していた

ボードレールと同一の系譜に属することをそれとなく示すために、同じ文芸誌

に詩論を掲載するにあたり、異端という語を詩論のタイトルに使いながら、改

めて詩と教育の関係について考察したのだろう。重要なのは、同じ問題を論じ
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ながらも、マラルメがボードレールとは異なる視点から問題を捉えていること

である。ボードレールがここで批判しているのは、同時代の人々が詩には教育

的効果があるという先入観を共有していることである。この先入観は教育的効

果のない詩篇は詩ではないという極端な結論を導いてしまう恐れがあるので、

詩それ自体の自律的価値を信じるボードレールとしてはどうしても批判しなけ

ればならなかった。マラルメは詩の自律性というボードレールの考えには大い

に賛同したものと思われるが、個々人が持つ先入観を批判したボードレールと

異なり、彼が批判の対象としたのは学校で詩の教育を行うことだった。そして、

前世紀末の革命以来、詩の教育を含む国語教育は国家事業になっているのだか

ら、彼ははからずも国家批判を展開したことになる。彼の議論ではボードレー

ルと異なり、教育批判が個人レヴェルから国家レヴェルに移行しているのであ

り、それによって、国語教育による同質的な言語共同体の国家的確立という、

新たな視点が導入されていると言える。

3. 言語共同体における市民と詩人

ここまで見てきたように、19 世紀のフランスでは、前世紀末の革命に端を

発する国家的な国語統一運動が進行しつつあり、社会全体が極めて緩慢ながら

同質的な言語共同体へと徐々に変質していった。国家による教育現場の管理に

よって、国内の言語状況は政策的に操作され、それまでの言語的多様性は少し

ずつ失われていき、やがて国語が国中で用いられるようになっていく。国家に

よる介入は容易には成果を上げられなかったが、それでも国語統一運動が推進

されていくことに変わりはない。マラルメの「芸術の異端」は、形成されつつ

ある同質的な言語共同体において詩とはどういうものなのか考察した詩論だっ

たと言える。それでは、この詩論における言語共同体とはどのように構成され

ているのだろうか。

一見したところ、この詩論は国民全体を単純に二つのグループに区分けして

いるように見える。一つは詩人のグループであり、もう一つは非詩人のグルー

プである。後者は市民（citoyen）と呼ばれている。
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一人の人間──つまり、現代の虚栄心が、お世辞めいた呼び名がないために、市
民という空っぽの称号を提起した、あれらの人間たちの一人のことを私は言ってい
るのだ──、一人の市民（17）。

リトレによれば、この市民という語は、革命から生まれたかつての共和国で

は Monsieur に代わる称号とされ、日々の暮らしの中でも Bonjour, citoyen のよ

うな挨拶の表現などを通して人々に用いられていたという。市民という称号は

したがって、革命政府が主導する共和国において、アンシャン・レジーム期の

身分制を破壊して国民全員を強引に平準化するために機能したのだと思われ

る。

マラルメはこの称号について内容空疎なものにすぎないと切り捨てている。

かつての身分制を破棄するのは構わないとしても、だからと言って、彼自身を

含む詩人のグループまで非詩人のグループとともに平準化したのでは、言語共

同体の内部に詩人の存在する区域がなくなることになる。詩人と非詩人の区別

が市民の名のもとに解消されると、この詩論が批判している「万人のための芸

術」という立場しか容認されなくなってしまうだろう。詩論の中では詩人のグ

ループと非詩人のグループは異質性が強調されている。両者は何らかの仕方で

区分けされていなければならないので、彼は市民という称号を受け入れること

はできない。

彼は市民という称号が持つ国民全体に対する暴力的と言っていいような平準

化作用を警戒しているが、とはいえ、この称号で呼ばれる人々を侮辱している

わけではない。彼はボードレールがゴーティエ論で述べた主張を援用しながら、

こう書いている。

ここで以下のことを述べておくのが適切である。すなわち、不器用ながらも熱心
な一部の作家たちが、群衆に対して、趣味の愚劣さと想像力の無能さについて説明
を求めるという間違いを犯している、ということだ。シャルル・ボードレールが正
当にも言っているように、「群衆を罵倒することは、自ら品位を落とす」ことなの
であり、そればかりではなくて、霊感を受けた者は、〈俗物〉に対するあれらの罵
りを軽蔑すべきなのである。［…］──思い起こそう、詩人が（リズムを生み出す
にせよ、歌うにせよ、描くにせよ、彫琢するにせよ）水準となって、その下を他の
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人々が這い回るというわけではなく、水準は群衆であり、詩人は滑翔しているのだ。
真面目に言うが、私たちは、『聖書』の中で天使が人間を翼がないからといって嘲
弄しているところを、かつて見たことがあっただろうか（18）。

群衆が水準になっているというのは、次のようなことだろう。詩は言語で作

られる。歴史に刻まれるような優れた詩であろうと、誰からも顧みられない下

らない詩であろうと、それが詩である以上は必ず言語で作られる。詩は言語に

基づいている。詩を言語から切り離して考えることはできない。では、その言

語は誰のものか。詩人のものではない。詩人が言語を発明したわけではない。

詩人は言語を独占できない。言語とはそれを話す全ての人々に属しているから

である。誰のものとも言えないが、誰のものでもあるもの、それが言語である。

そして、そうした特性を持つ言語によって詩が作られている以上、詩に関して

水準を設けるとすれば、それはその言語を話す全ての人々に根差したものでな

ければならない。ボードレールからの引用が示しているように、詩を理解しな

いという理由から群衆を非難することは、群衆と同じ言語を使う詩人が自分自

身を貶めるのと同じことなのだ。

このように考えた場合、この詩論における言語共同体の構成が見えてくる。

前述の通り、この詩論の中では、国民は詩人のグループと非詩人のグループに

区分けされている。詩人のグループとは詩的言語に通じている人々のことだか

ら、やや奇妙な言い方になってしまうが、詩的言語話者と言えるだろう。これ

に対して、非詩人のグループは日常言語話者である。しかしながら、詩的言語

と日常言語は形式上同じものである。だからこそ、詩には「神秘」が欠けてい

ると彼は言ったのだった。そして、詩人のグループも普段の生活では日常言語

を使っている。非詩人のグループにとってはそもそも詩的言語と日常言語を区

別する理由がない。この詩論から浮かび上がる言語共同体とは、したがって、

単純に詩的言語話者と日常言語話者とが対立しながら併存する集合体というわ

けではないのだ。そこで想定されている言語共同体は、第一義的には、専ら日

常言語話者によって構成されている。ただし、日常言語話者でもある詩人たち

が、詩作の苦闘にのめり込んだり詩をめぐって思索にふけったりする時、つま

り詩的言語で活動する時、言語共同体の内部には異質な区域が現れ、そこだけ
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が詩的言語話者の占有する場となるのである。詩人たちの住む言語共同体とは、

変化のない固定したものではなく、このように動的な性質を備えていると言え

る。彼はこのことを簡潔に次のようにまとめている。

人間は民主主義者であってよいが、芸術家とは二重の者であり、貴族主義者であ
り続けるべきなのだ（19）。

この詩論における言語共同体を最も強く特徴づけているのは、日常言語と詩

的言語の両方を解する詩人のこの二重性である。一人の人間が民主主義者であ

ることと貴族主義者であることを矛盾なく両立させるのは難しいかもしれない

が、日常言語話者であることと詩的言語話者であることを両立させるのは、本

来同一のものであるこれら二つの言語に通じた詩人にとっては、至極容易なこ

とである。詩人たちは詩的言語で活動する時、彼の生きる言語共同体の内部に

詩人の区域を作り出し、日常言語の区域から詩的言語の区域へと、あるいはそ

の逆へと、自由に移動するのだ。詩人のこの二重性が言語共同体を動的な空間

にしているのである。

ところで、彼によれば、言語共同体の内部に詩的言語の区域を作り出し、詩

的言語の区域と日常言語の区域をこのように自由に往来できるのは、詩人だけ

の特権であり、非詩人には許されないことである。なぜなら二重性を持ってい

るのは詩人だけだからである。この詩人の特権が危険にさらされることを彼は

許さない。彼は詩人たちに呼びかけ、詩人の特権を破壊しようとする者を非難

する。

鐘の伝えている時刻は深刻なものである。すなわち、教育が民衆の間で行われ、
諸々の偉大な教理が広まろうとしている。普及というものがあるにせよ、善の普及
であって、芸術の普及ではないようにしてもらいたい。また、あなた方の努力が、
仮に生粋の芸術家にとって痛ましいものでなかったとしても、グロテスクなああい
うもの、つまり労働者詩人

．．．．．
へと──あなた方の努力がそちらを目指していたのでは

ないと、私は期待している──、到達しないようにしてもらいたい（20）。

彼が詩人の特権を侵害する者として非難している労働者詩人とは、19 世紀
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のパリに現れた一群の詩を書く労働者たちのことである（21）。労働者詩人の起

源は居酒屋において催された労働者たちの歌の会に求められる。この歌の会は

ゴゲットと呼ばれ、当時、労働者たちは仕事を終えると、一日の疲れを癒すた

めに居酒屋に集まり、安酒を飲みながら歌を歌ったり、詩の朗唱に興じたりす

るのだった。労働者たちは当初、詩人たちが作った歌や詩で満足していたが、

やがて自作の詩を歌ったり、それを労働者向けの新聞に投稿する者が現れた。

彼らが労働者詩人で、詩集を刊行した者もいる。

彼が労働者詩人を非難するのは、おそらく労働者詩人が詩作の際にも労働者

という立場にとどまり続けたことが原因ではないだろうか。労働者詩人は普段

は仕立工や印刷工といった職人として働き、日々の生活を詩に詠んだのだった。

ユゴーやベランジェなど一部の詩人たちは、労働者詩人が労働を続けながらあ

くまでも労働者の目線で詩作に励むことを賞賛しているのだが、労働者詩人の

そうした詩作の方法はマラルメの詩論が提示する言語共同体の考えと鋭く衝突

する。彼の詩論の言語共同体においては、詩人は詩作に際して日常言語の区域

から詩的言語の区域に完全に移動するのであり、二つの区域に同時にとどまる

ということはない。労働者詩人のように両方の区域にとどまろうとしたのでは

詩的言語が成り立たないからである。彼の目には、労働者詩人の詩作は、詩的

言語の区域を日常言語の区域に同化させ、詩的言語を成り立たなくさせる行為

に映ったのだろう。言語共同体が完全に日常言語だけの空間になってしまう危

険があったわけである。労働者詩人は日常言語を使う労働者であり、同じ言語

共同体で共に生きる仲間なのだが、労働者詩人の詩作のあり方を非難すること

で、彼は詩的言語とそれを許容する言語共同体そのものを守ろうとしたのであ

る。

おわりに

「芸術の異端」を書いた時、マラルメはまだ自分がこれから経験していくこ

とを何一つ知らない。彼は数年後に危機と呼ばれる期間を生きることも、そこ

から詩人として再生することも、やがて上京して特異な詩的活動を展開してい

くことも、まだ何も知らない。この詩論を書いた時、晩年の思想と関係なく、
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20 才の彼が詩についてどのように考えていたのか、私たちは言語状況の変遷

という社会史的条件を視点としながら考えてきた。そこから浮かび上がってき

たのは、自分自身を構成員として含む同時代の言語共同体の存在を皮膚感覚で

感じ取り、その中で詩はどのようなものであり得るのか、詩人の場はどのよう

なものなのか、溢れるほどの矜持を胸に自分の考えを白いページに書きつけて

いった青年詩人の姿である。彼がこの最初期の詩論の中で言語共同体の問題を

はっきりと捉えていたことは大変興味深い。詩が言語で構築される以上、詩作

は詩人の生きる言語共同体と深く結びついた社会的な営みなのだ。そのことを

しっかりと見つめていた 20 才の彼は、決して同時代の詩人たちのエピゴーネ

ンではなく、たった一人で独自の領域を開拓したと言えるだろう。
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